
光電話サービス利用規約　新旧対照表

旧 新

第１条（本規約における用語の定義）
（略）
（５）「光電話利用回線」とは、本サービス（第３条に定めま
す。）を利用するためのアクセス回線（「Ｋブロード光１００
メガプレミアムとく割」「Ｋブロード光１００メガプレミア
ム」「Ｋブロード光３００メガプレミアムとく割」「Ｋブロー
ド光３００メガプレミアム」「Ｋブロード光１Ｇ（ギガ）とく
割」「Ｋブロード光１Ｇ（ギガ）」「Ｋブロード光１０Ｇ」に
限ります）をいいます。

第１条（本規約における用語の定義）
（略）
（５）「光電話利用回線」とは、本サービス（第３条に定めま
す。）を利用するためのアクセス回線（「ＫＣＮ光１００メ
ガ」「ＫＣＮ光1ギガ」「ＫＣＮ光５ギガ」「ＫＣＮ光１０ギ
ガ」「Ｋブロード光１００メガプレミアムとく割」「Ｋブロー
ド光１００メガプレミアム」「Ｋブロード光３００メガプレミ
アムとく割」「Ｋブロード光３００メガプレミアム」「Ｋブ
ロード光１Ｇ（ギガ）とく割」「Ｋブロード光１Ｇ（ギガ）」
「Ｋブロード光１０Ｇ」に限ります）をいいます。

附　則
本規約は、２０２１年５月１日から実施します。

附　則
本規約は、２０２２年７月１日から実施します。
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